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四日市市罹災証明書等交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内で発生した災害又は落雷による被害に係る証明書の交付に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第２条第１号に規定する災害

(火災を除く。)をいう。 

 (２) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使

用している建物をいう。 

 （証明書の種類及び内容） 

第３条 証明書の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定める

とおりとする。 

 (１) 罹災証明書 災害対策基本法第90条の２第１項に規定する罹災証明書で、災

害による住家の被害の程度を証明するもの 

 (２) 被災届出証明書 住家、住家以外の不動産又は動産について災害又は落雷に

よる被害を受けたことを市長に届け出た事実を証明するもの 

（証明書の交付申請） 

第４条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明申請書（第１号様式）を

市長に提出するものとする。この場合において、罹災証明申請書の交付を受けよう

とする住家の被害の程度が、内閣府の定める災害の被害認定基準における準半壊に

至らないものであって、その被害の程度の認定に自己判定方式を用いる場合は、罹

災の状況がわかる写真を添えて提出するものとする。 

２ 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出証明申請書（第２号様

式）を市長に提出するものとする。 

３ 前２項の規定による申請をしようとする者は、個人番号カード、運転免許証、旅

券その他本人であることを証する書類を提示又は市長が適当と認める方法により本

人であることを示さなければならない。 

（証明書の申請の期限） 

第５条 罹災証明申請書の申請の期限は、災害のあった日の翌日から起算して30日以

内とする。ただし、当該期間を経過したことにつきやむを得ないと市長が認めると

きは、この限りでない。 

（証明書の交付） 

第６条 市長は、第４条第１項に規定する罹災証明申請書の提出があったときは、そ 

の内容を審査の上、交付することが適当と認めるときは、罹災証明書（第３号様 

式）を交付するものとする。  

２ 市長は、第４条第２項に規定する被災届出証明申請書の提出があったときは、当 



該申請書に記載された被災につき届出があったことを証明するものとする。 

 ３ 前項に規定に基づく証明は、被災届出証明申請書の写しに市長印を押印したもの 

により行うものとする。 

（再調査の申請） 

第７条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度に

ついて、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の

翌日から起算して60日以内に、市長に対し再調査の申請をすることができる。 

２ 前項の規定により再調査の申請を行う者は、市長に対し、被害認定再調査申請書

（第４号様式）に、交付を受けた罹災証明書を添えて申請するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和７年９月１２日以降に発生した災害による

被害から適用する。 

 
















